
福井市建設工事・建設コンサルタント業務等  

競争入札参加資格審査申請（市外業者） 電子申請フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市外業者として申請する 

 電子証明書を 

取得している 

1)代表者のマイナンバ
ーカードに搭載される
電子証明書【公的個人
認証サービス】 
 
※１ を参照 

2)法務局が発行する商
業登記電子証明書【商
業登記に基づく電子認
証制度】 
 
※２ を参照 

1)、2)以外の 
民間認証局が
発行する電子
証明書  

申請手続きを 

行政書士に 

委任する 

 

3)【行政書士認証 

サービス】を利用している 

   ※３ を参照 

No 

Yes 

Yes No 

Yes No 

申請不可 申請不可 

申請不可 

 
※福井県電子申請サービス（ふく e-ねっと）の利用方法、電子証明書の種類や利用の仕方等に
ついては、詳しくはふく e-ねっと内「初めて利用する方へ」のページをご覧ください。 

 
「初めて利用する方へ」 ： http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html 
 
ふく e-ねっとヘルプデスク ： 電話 0120-470-570 

【重要】 
福井市への登録を希望される場合は、下記１）、
２）、３）のいずれかの電子証明書が必要です。 
書類での申請（郵送・持参等）はできません。 

電子申請 

http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html


 

 

※１ マイナンバーカードの【公的個人認証サービス】 を利用する場合 

 

 

※２ 商業登記電子証明書【商業登記に基づく電子認証制度】 を利用する場合 

 

 

※３ 委任された行政書士が【行政書士認証サービス】を利用する場合 

 

 

 

 

【注】 電子入札システムを利用するためのＩＣカードをすでにお持ちの方へ 

 

ICカードリーダーで、本社代表者のマイナンバーカードの電子証明書を読み取って利
用ください。 
 委任された営業所の代表者のマイナンバーカードでは、受付できません。 
 

詳しくは「初めて利用する方へ」をご覧ください。http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html 

法務局からファイル形式で発行された電子証明書を、申請に使用するパソコンのブラウ

ザに登録して利用ください。 
 

詳しくは「初めて利用する方へ」をご覧ください。http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html 

 

商業登記電子証明書を本社がお持ちでない場合は、委任された営業所ではなく本社の管

轄法務局で手続きください。 

 手続き方法については、管轄の法務局へお尋ねください。 

行政書士が、自身の行政書士電子証明書を、使用するパソコンのブラウザに登録して利

用ください。 
 

詳しくは「初めて利用する方へ」をご覧ください。http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html 

本市の電子入札システム用にご用意いただいている IC カードに、商業登記電子証明書を登載してい

る場合は、その電子証明書をブラウザに登録してご利用いただけます。 

 商業登記電子証明書以外の電子証明書を登載している場合は、その電子証明書は「ふく e-ねっと」

では現在ご利用いただけません。電子申請においてはあらたに商号登記電子証明書をご用意くださ

い。 

http://shinsei.e-fukui.lg.jp/public_18/about.html
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